
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　7月24日、沖縄県が辺野古への米軍基地移設工事の差し止めを求め那覇地裁に提訴した。辺

野古沖の埋立て承認を取り消した県を国が訴えた訴訟（「自治研かながわ月報2016年6月号」

参照）では、昨年12月に最高裁で敗訴が確定し、翁長知事が「埋立て承認の取り消し」を撤回

するに至った。国は今年4月25日から護岸工事に着工したが、今回の訴訟は、この工事で海底

の岩礁を壊す県の許可権限が今年3月で期限切れにもかかわらず、国が許可を申請せずに工事

を進めているとして、県が工事の差し止めを求めたものである。国側は、地元の漁協が国から

の補償金を条件に漁業権を放棄したため漁業権はすでに消滅しているとの理由で許可の必要は

ないとし、県の主張とは対立している。

　この訴訟で仮に県が勝訴しても工事の停止効果は限定的、との見方が強い中で沖縄県が訴訟

に踏み切ったのは、目の前で進む工事を手をこまねいて見ていられないという判断だったよう

だ。こうした詳細な情報は、現地の新聞によるものである。辻山所長が言及した、私たち本土

に暮らすものが「沖縄の困難に向き合う」には、まず現地情報についてのアンテナを張り巡ら

すことが欠かせない。それが沖縄との意識の差を縮めるための一歩だろう。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　１９３０年の台湾セディック族の抗日暴動・霧社事件を描いた台湾映画「セディック・

バレ」に想い、台湾花蓮市に、原住民族の村と慈済大学「原住民博物館」を訪ねた。

台湾では、「先住民」は既に滅びた民族を意味するとし、「原住民」と言う。大陸から

の漢民族等の移住以前からの原住民族として、現在１６民族が認定されている。総人口

の２％ではあるが、言葉や伝統文化、芸術・生活様式の保護と、「原住民」の地位向上

への政策が進められている。これまでの差別実態の反省の上に、高等教育への優遇や

国会議員も原住民族枠が保障され、小学校では「原住民族」のことを教育することが

義務付けられていると言う。中華民国台湾は多民族国家である。

　戦前の歴史学者喜田貞吉（１８７１-１９３９）は、日本民族概念を、ⅰ「縄文式民族」（アイ

ヌ人）、 ⅱ「弥生式民族・北種」（天孫民族 ＝ 大和民族・出雲民族・朝鮮民族）、 ⅲ「弥

生式民族・北種」（倭人・肥人・隼人・琉球人）  ⅳ「漢民族」の「混合民族・複合民族」

国家だと論じている。敗戦により植民地主義が崩壊した後は、日本における民族問題

は曖昧に回避されてきたと言われる。日本も多民族国家である。

　１９８３年、当時の中曽根首相が、広島の原爆擁護ホームで「日本は単一民族だから

泥棒も少ない」と発言、抗議を受けた。以降、閣僚や、国会議員の「単一民族・大和

民族」発言が何度も問題にされて来た。国家主義・軍国主義の復活を象徴している。

日本社会の現実が、残念ながら、様々な人びとが安心して暮らせる社会に向かってい

ないことが明らかとなり、国際社会からも何度も非難されつづけてきた。

　２００８年6月、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が、やっと、国会

両院で採択された。国際社会から批判され、現実のアイヌ差別の存在が、アイヌの人

たちを傷つけていることが認識され、決議につながった。具体的な「アイヌ文化振興

法（略称）」も動き出している。沖縄も同じなのではないのか。何よりも米軍基地は、

沖縄差別の上に成り立っているのではないか。

　２０１６年６月３日、ヘイトスピーチ解消法（略称）が施行された。「不当な差別的言

動の解消に向けた施策」を国、地方自治体に求めている。しかし、嫌中、嫌韓（朝）の

キャンペーンが街にあふれている。基本的人権への挑戦であり、「戦争のできる国」へ

の強行を続ける安倍政権の応援団でしかない。当然、許すことはできない。

　私たちのめざすべきは、多民族・多文化共生社会である。出発点は、地域生活圏であり、

本来の自治ではないのか。私たち自身が問われている。
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2017 年 6 月 14 日神奈川県地域労働文化会館において（公社）神奈川県地方自治研究センター

設立 40 周年記念講演会が開催され、（公財）地方自治総合研究所所長の辻山幸宣氏より「地方自

治法施行 70 年－日本の地方自治の歩み－」をテーマにご講演をいただいた。本稿は、その講演内

容をもとに編集部にて原稿案を作成し、辻山氏が加筆・修正したものである。

１．戦後地方自治制度と地方自治法 

(1) 戦後自治は憲法で創設されたのではない

最初にお話ししたいのは、70 周年という

のはどこから数えてかということでして、地

方自治法は、昭和 22(1947)年の 5 月 3 日、

憲法と同じ日に施行されています。施行され

た日を出発点とすれば、70 歳になります。 
私はこれに疑問を持っておりまして、日本

の戦後の新しい思想に基づく、新しい姿をし

た地方自治というのが、実は憲法が指し示す

ものだと学んできたのですが、どうも調べて

みると、憲法の制定・施行よりも早く、新し

い戦後の息吹というものが込められた出来事

があったのです。

それが「第一次地方制度改革」というもの

で、これは憲法よりも半年早く戦前の諸法の

改正で行われています。何の改正かというと、

府県制、市制、町村制などなど一斉に改正に

なったんです。何で、憲法よりも先にそんな

ことをやったのだろうか、そもそも GHQ は

そのことを了承したのだろうかとか、わから

ないことが多くて、マッカーサー回想録をま

た読んでみたりしたんですけれど、よくわか

りません。

(2) 地方制度改革は憲法実施に先んじて

ひとつの手がかりは、明治 21（1888）年

の市制町村制の施行にあたって、山縣有朋内

務大臣が訓示を垂れたものが記録として残っ

ています。「能ク完全ナル自治ノ機體ヲ造成シ

自治ノ精神ヲ発達シ人民ヲシテ市町村ノ公務ニ

練熟シ漸ク国事二任スルノ実力ヲ養成セシメル

ハ以テ立憲政治ノ根本ヲ全クシ国家ノ基礎ヲ強

固ナラシムルニ至ルヘシ」こういうふうに言っ

ているんです。これは結構有名な市制町村制

施行の演説なのですが、そのもとになるのは、

神奈川県地方自治研究センター設立 40 周年記念講演会（2017 年 6 月 14 日） 

地方自治法施行 70 年 

―日本の地方自治の歩み― 

公益財団法人地方自治総合研究所所長 辻山幸宣 

地方自治法施行70年　1
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「立憲 実 国

民 公務 熟 政

自治 以 国

基礎 強固

憲 実  

」（ ッセの山縣 の ）とい 

うもので、明治の市制町村制を作ったと言わ

れる ッセ氏が山縣 った言 だと言われ

ています。憲法を制定する前に、地方自治の

訓 を に定 させる があるのだと、

それによって憲 が実 するだろうと、こう

いうことを言った。 
 

( ) の  

内務 がこれにこだわったのか、どうして

も憲法の前に地方自治制度を てるんだ

と。 を てみますと、やはりあっと く

内容が まれています。 えば、 事・市町

村長の 公 、これは くべき改革でした。

が えついたのか、調べていくと、 事の

公 は GHQ の 案の で示され

ていて、どうやら カが持っていた え

方のようだということはわかります。それで

内務 が して、公 で ばれた 事が

のために働くということになってはいかん

ということで、 は にする、指

を が るということをやったようです。 
その かの点についても、 えば 事、市

町村長の だとか、 会の 、

で言うと の制度です。こういった

ものを れているんです。この は何だろ

うかというと、よくわからないのですが、

一氏の回想録を読 と、あれは「私が

れたんだ」、「私が えついたんだ」と言っ

ている。私は戦後自治は憲法によって み出

されたものではないと えているんです。憲

法によって 立し、 されたのだけれど、

その みは 1 年前の第一次地方制度改革で

行われているんだと えていいのではないか。 

．憲法 自治制度の創設と の

 

 
次に、憲法と自治制度の はどうなって

いるのだろうか。 年話 になっている第 9
については、マッカーサーが し けたの

か、それとも日本の発案だったのか、という

ような があります。私どもの月 自

治総研 でも、 和研究所の 氏

という い研究 が「憲法第 9 の成立」

ということで、4 回に けて いています。 
 

(1) の  

最初の疑問は、 が の戦 を

問うべきだという が大きかったときに、

な 日本の新しい憲法に という言 が

ってきたのか。言うまでもなく、これは

GHQ 案（ 名マッカーサー 案とも言わ

れているのですが）に、すでに第 1 で

されていたものでありまして、私はそれが

になったんです 。「 ハ国家ノ ニシ

テ 人民ノ ノ ルヘシ ハ ノ ヲ人

民ノ ヲ ノ ナル

ス」。 
そこで、 年の の研究については、

さま ま指 がありますけれども、マッカー

サー 原 ではこう いてあったということ

で されているものがあります。「  

       ( は

の地 にある)」これに した研

究 が、GHQ 案の「     
   」と して 「   
   」ではなくて「   

   」となっているのはどうい

うことなんだということを言っていまして、

マッカーサー3 原 では、 を として

想定していたのではないのではないかという

ことも問 にしているわけです。 に GHQ
案を ますと、 ではなくて、「  

2　自治研かながわ月報 2017年8月号（No.166）
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      」とな

っている。この いに して、実は と

いうのはどういう地 のものかという を

しようとしているわけです。そもそも GHQ
がな を新しい憲法に れ込んできたの

かわかりません。 手をするとすべてはマッ

カーサーの の内みたいな じもあって、と

てもわかりにくい。 
 
(2) 制と 制 

 2 に、地方の 構は 制を

とっています。しかし は 内 制になっ

ています。どこでこれが けられたのか、

い けられたのか。おそらくは先 ど し

たマッカーサー 案第 の「 」の

があるのではないかと思われます。 
 というのは、 会によって 出される内

総 大臣というのが にあって、大 では

ない。 を カ大 のように から

ばれるものにするわけにはいかなかっ

た。「 」 念をめ って と ッテ

ン する があったからだと思うのです。 
 3 に地方に ・ の 内 制

な制度が された も本 にわかりま

せん。言ってみれば地方の 制に

内 制 な 、つまり 会の と

いうことが持 込まれている。 府説明も

っと調べてみたんですけれど、「

民

民 強力

政治 立

任

力

政全

任

」。原案は内務大臣に をして 会を

させるということだったのですが、修正さ

れました。というわけで、なんとも説明がつ

きにくい制度設 が されたということで

す。も ろん カの 府、

府も 府構成は 制ですが、市町村に

ついては実は多 な制度設 が められてい

ます。よく言われているのは、 テ マ ー

ー制度、 会がマ ー ーを して、

行 を るというようなこととか、その

か 会制、 会の一部の が 行部の

を するとか、 な がある。これら

多 な制度を自治 の で 定できます。 
しかし日本はすべからく 制です。

このことは後で言いますように、「地方公

の に する事 は、地方自

治の本 に基いて、法 でこれを定める。」

（憲法 92 ）となっています。では

制か の制度とするかを法 で定めるのか

と思ったら、 会の手の かない憲法の

でしばられているんです（憲法 93 ）。

つまり 制 を 会で ことがで

きなくなっているという問 があります。 
この問 は 、話 になっている 県の

大川村で 会を するということになった

ときに、 制というようなことが成り

立つのかどうか。これからまた になりそ

うだという がしています。い れにせよ地

方自治 が えた な問 がここにあり

そうです。 
 
( ) の  

それから 4 に、ここは私が一 言い

たいところなのですが、 事務と言わ

れる 府の事務を 事または市町村長に

して させるという方 と、それに

があったり、あるいは ることがあったら、

所に 事・市町村長の を す

ることができることになっていました。も

ろんその前に指 を行う。 
ま 第一に、このように地方 府を出先

地方自治法施行70年　3
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のように うやり方、これが えば GHQ
の している部 にとって 容されるもの

だったのかどうかということは、記録がない

んですよ 。内務大臣の指 一 を

GHQ はとてもいやがって、これは せと言

っているんですけれど、な このような集

な事務 制というものが憲法、地方自

治法の の で残 し たのかということ

がわかりません。 
同 にその年（1947 年）の れに最初の

地方自治法改正が行われましたが、このとき

に からの 事務を んとやらない 合

は なる指 ではなくて、

が 所に し 事に 務 行 を出すよ

う める え、あるいは県 事が市町村長に

して 行 を出すよう 所に え出る

という制度をつくりました。 カ でや

っているマン マ ・ ー ン とい

うものなんですけれど、 たり前のことのよ

うですが、マン マ ・ ー ン

（  ）というのは、

「 が行 を 手 ってその 務の

行を めるもの」なのであって、 の行

が めるものではないのです。しかも、この

とき改正してなった制度では にかけて、

そして えた が すれば 事も市町村長

も にできるという、そういうしかけにし

たのであります。これについてもどういうふ

うにして と 府の合 がされたの

かということがまだわかっていないのであり

ます。これが 5 つ の疑問です。 
 

(4) な 法 と たの  

さらに 6 、92 で「 に

する事 」は法 で定めるということにし

たことです。これは日本 が地方自治の本

というタ で作った、自 た で新たに

作った 文なんです 。そこで最 になって、

行 法の大 である 先 が「地方自治

の本 に する一 」という 文を出され

ました。それは にわかりやすいことなん

ですが、 ー・サ ーという カの研

究 が 先 に発した言 だそうです。そ

れは「 自治 事

自 自 基

本 事

国

本人 」と かれた言 で、

そこでいくつかの 説を出しているのですが、

先 もそこのところはきっ りと す

る があるというふうに言っているわけで

ありまして、 の新しい でいえば地方自

治基本法を作るという きがありますが、そ

れに いかなという じがしているところで

あります。これが憲法と地方自治法に 私

の疑念ということでご います。 
 
．戦後地方自治制度の  

 
さて、これから先は 研究大学 大学と

いうところが「 が の地方自治の成立・発

」という研究をやっておりまして、それを

基 にしながら、この制定 後の きを っ

て、そして最後にいくつか私なりの えを

べたいと思います。 
 
(1) な の

 

 1952 年あたりからどんどん制度改革が行

われます。これは地方自治 にとってどうい

う だったかというと、集 なしばりが

きつくなったということが言えると思うんで

す 。 
サン ン 講和 で、いよいよわ

が の制度を自 に えていくことができる

というときに、 に集 、 一 な

行 の ということが行なわれた。よく調

べてみますと、自治 をこの 点でうや

4　自治研かながわ月報 2017年8月号（No.166）
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やにしました。それから の公 制

をうや やにしました。これはそのまま公

制になっておりません。市町村立 学

の 事についても 府県 会の

を大きくした。 
それから地方自治法の改正、これは結構大

きいなと思いますが、 の 長公 制を

する、それから 事の を やしたり、

会の回数を法 で らしたりした。 
 

(2) 会 の 地  

制度については 1954 年から まる

わけですが、 の 22 というのを 1955
年から り れて、それから 次 ていっ

ているんです 。しかし、1966 年に 3
の 32 を地方 の財 にすると め

てから 22 年 も 定されてきたんです 。

その後、 成 年に の改正を行いました

けれども、 ータ としての は わ

っていないと言われています。 
それから ・ 年 制度、そして

このときにやはり しておかなければいけ

ないことは、地域開発の が と んで

いたということであります。 総合開発法

が 案されたり、 定地域の開発 法が

らっと立法化されていきます。 
憲法、地方自治法が制定されてからの最初

の大きな修正点というのは、集 な 制を

作って、開発の 成長の づくりをこの

にやっていく。このような で、自治

はどのような行 をとったのか。このことが

地方自治を える で に な を持

つということになります。 
 

．自治制度の  

 
そこで 1961 年 の 度成長 には、制

度 には地域開発の ができていますので、

これを に めることになるのですが、こ

れは自治 を るがすという事 になります。 
 

(1) 法の制  

それは新 市 設 法です。新 、

または新 市といって、 で 15 か所指

定されるのですが、このときに自治 同 が

しの を ってわが地域にこの新 市を

指定しろというので、大 な 合戦が き

たんだそうです。ついに 会もこれを し

ているわけにいかなくなって、その に れ

たところを、 地域 法と

いう名 の法 を 加 に作って、6 地域を

ったと言われています。 
来、 と地方の基本 な構 として

「垂 行 制 」というものがあり

まして、まさに 府が地方自治 に 事

を じ、そしてその 行を 実にしていくと

いうやり方です。それに して村 先

は、この 合戦、自治 の のように

自治 が 治 に しながら して

いくということで「 治 」

と言いました。一 はこの のど ら

を るかということで と大きな話 とな

りました。 
さて はどうだろうかと思いますけれども、

えば、あの地方 の とか 成 の

い合いをみていると、あたかも 治

が に り られているのではな

いかという がしてなりません。ただし、

などのお を らつかせて地方を し

ている が く、その では「垂 行

制」とも言えそうです。 
 

(2) 地 の  

それから、地域開発が められていくと、

開発の んだところと、そうでないところで

が発 するので、この 正のための財

制度も作られた。 
地域開発に って の が出てくるの

地方自治法施行70年　5
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で、これを りしきる法改正をやった。そし

て、新 集 化という れがこの を

ったのではないか。 川 を 設大臣に

一本化した。地方出先 を 化していった。 
第一次 行 調 会が行 事務の

ということをやりました。さらに 域行 の

、これもこの から方 で言われるよう

になって 域行 というものがどんどんと

作られたということであります。この を

っと てみますと、この は地域開発を

に行き らせるための諸 が 先し、

自治制度はそのための として行われ

た。また、市町村行 も新 や の指定

を けるべく 合戦を り たというこ

とです。ど らかというと、 の開発 に

された であったんだろうという が

します。 
 

( ) 度 長に み の  

しかし問 は、このようにひ みがかなり

にしかも に がったことだと思い

ます。公 という問 で、自治 が

た に き かされるようにして な新し

い を作ら るを なかったというふ

うに思います。いわ る「 せ行 」とか、

「 なき行 」と言われる「 」による

指 とか、そういったものを多発していくと

いうことをやりました。 
このようにして 自治という 念が し

定 していくということになろうかと思いま

す。憲法の 制を実 化し、 会によ

る を の が かした。 加 行 の

定 、行 加回 の 、よく言われる

会を す回 よりも、 長の回 が有 な

となり、新しい に り ことに

なるという が れます。 
 

(4) たな自治 の  

それを演出したのが革新自治 と言われる

新しい 治 タ でした。1963 年には

・ ・大 ・ に革新市長が まれ

ていますし、1975 年には 市の 2 が

革新自治 になったと言われています。 
そうしてこの新しい自治行 のあり方が

次 に問われていくことになりますけれども、

それに合わせるように自治法の改正なども行

われています。ある の では「戦後

の 」と言ったりもします。自治 が地域

の と の らしを思ってやっていくと

いうようなことで、 定 であったと

いう のことを言っているわけです。 
 

 長 地方自治制度の

 

 

 (1) 戦後  

ところが、1970 年 半ばから ッ

、 ッ が きて、そしてこの

「戦後 」という は することにな

ります。 本 制度が わった、いわ る

ッ です 。そして 制

行し、 本が の を自 に えていく

ということになりました。いわ る ン

ッ 制の というものでご います。 
定成長 は、言ってみれば 成長 です

けれども、この に した自治 の は 
何かと言ったら、「 られた 」が た

んするということでした。 
「 られた 」というのは一 には

の ン と言われていて、 と

とそして 治とが ン を んで、 
それ れの 域に を最大 していく 
という きでありまして、これは に「部会

治」とも言われているものです。 って、

ながらこの られた はそれ れの 
で、 えば 設 だとか、 だとか、

だとか、そういう「 」と言われ 
ている た がその の を すると 
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ン ッ 制  

 
いうことに をあ るということで、

に言えば 55 年 制が長 きしてきた。 
するに を するための とい

うことが言われてきたが、 すべき財 が

なくなったときにどうするかということに

して、 、その には実は地方自治

も っているというふうに言う が結構い

るんですけれど、地方自治 がまたその

た に をかけ、そして を す

る、 を するということに っていた

わけでご います。 
それで、 、 、 、 、 とい

うもの、 の公 事 ですけれども、地方

にこれを することを 念しませんでした。

では、どうやったのかというと、次 に

を発行して、この に 日の に る

第一歩を歩み出すことになります。 
 

 (2) に 改革 

1975 年には一 会 で 度

25 、その 4 年後に 35 という

が行なわれました。そこで、第 次 行

調 会（第 調）が き出すわけです。 
幸 が、とってもやっていけないの 

で法 2 を き たいということで

に を持 かけたところ、 会長が

それはわかったと、2 は もうと、しかし

大 な財 が だということで第 次

調が作られ、 き出す。1981 年のことで 
ご いました。 

氏はその に改革の を出すよと言

っています。いろんなことがありましたが、

地方についても、 と同 に改革の にな

りますよということをま 言っているんです

。その に地方行 を する、それ

から による と という え方

を り れる、 と地方の を行う。

この に「 事務 」と いてあり

ますけれども、これは っと が早かった

です 。そして地方行革というものを きつ

けた。 
つまり、財 を り るため、ありと

あら る を するとともに、

サー を り てた（3
か）。地方自治にとっては 事務の

事務化よりも地方行革が しろ問われた

ということがこのときに言えるんだろうと思

います。この の地方行革の については、

それ れのセンターの方た の があ こ

に残っていますので していただきたい。 
「 」 「国 国民

メ 」  

 
( ) 地方 ー に 

 さて、第一次行革 は何があったか。そこ

で がつくことは、第 2 次行革 に る

に「 なき財 」という を す

るんです 。つまり、財 はどんどん らん

でしまって、どうやって にしていくか

という問 をどこか いて、な か「 ・

地方の 」がテーマになっていくんです。 
ここから 日の地方 改革まで っと

いていく。その発 がここにあります。いろ

んなことが言われていますが、 として何

国際通貨基

金（ＩＭＦ） 

短期的な資金を

援助 

⇒
為替レートの安定 

自由貿易の発展 
国際復興開

発銀行 （Ｉ

ＢＲＤ） 

長期的な資金を

援助 

金・ドル本位制 

（固定相場制）  

金とドルの交換

率 

⇒ 金１オン

ス＝３５ドル

為替相場の変

動 

⇒ 平価の上

下１％以内 
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、 が 調に ってくるようになったら

地方の問 なんだということについてはっき

りしていません。そしてそれが第 3 次行革

に き がれて、これを第 3 次行革 の

最 では「地方 の 」ということ

が大 に われるわけです。これを けて、

が地方 を 会一 でやって

いるんですけれども、何が きるのだろうと

思いました。そして、この 、私た もまた、

地方 ということを何の疑いもなく だ

ろう、やるべきだろうというふうに け め

る が れて、 っ ってしまったという

じがしています。 
 

．地方 の  

 
 そのことを えるために、な この に地

方 ということが になったのか。地方

会を作って、大 にやったの

はな か、ということでいろいろとひっくり

してみました。 
 
(1) 地方 改革  

「地方 改革 説」というので何説かあ

るのですが、「80 年 改革のやり残し」と

か、「90 年 の 」「 府の

」「市 社会成 」「55 年 制 」、

しかし最も 持されているのは「多発

説」というものでして、 が なって

に かわ るを なくなったという説です。 
一つは村山社会 内 が して、 長

、自治大臣、総務 長 の が実はこ

の改革を めた、そういう を作ったと言 
われています。 
さらに、 ン の 発。 日、

の た が だとか、 ン

だとかが じられ、 による が らい

だ。この に じていわ る村山内 が っ

て出た、こういうことかなと言っているので

すが、あまり ではありません。 
  
(2) 総  

そして、 さんご承 のように な改革

をやりました。 という名のもとに、そう

いうことをやってもいいのか らいのことも

やりました。 
しかし、これに して学 大学の

さんは「地方 を一 やって一

が幸せになったというの」という を て

いるんです （ 2010 年 1 月

「地方 という 名の で」）。「何を

やっているんだ」というようなことも言われ

ています。地方 改革の ってなんだっ

たんだろう、成 ってなんだったんだろう、

と改めて かれると、 っと立 まって

しまうんです 。 
私は い から 事務制度の研究を

しておりましたから、 事務がなくな

ったからすごいじ ないかと、 の がひっ

くり ったようなものでし と、一 は

って言っていたんですが、最 、そうだと

言ってくれる はいません。 事務が

なくなって何が わったの と言われると、

私も っと をつ んでしまう じがあり

ます。そういう で さんの問 は、

もう一度 をき っと してみる が

あると えさせられます。 
先 はもっと前 きでして、一 制

度 な改革は わったのだけれど、自治 は

してさっ り前に まない、こういうの

を めて自治 が ってもらわなければ

るんだというようなことで一 をたた

いている。そして、 総務 自治行 長の

山 明さんのことが、 自治総研

（2013 年 12 月 ）に さんの い

た文 で れられています。これもやはり

さんと同じように 事務はなくなっ

たのだし、あとは自治 が るんだという
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ことを べているわけで

あります。 
しかし、地方 とい

うのは何だったのか。 
ここで神 さんが

している ッ ー

の「 の 」という

を します。神

さんは「 革 」、

「 革 」という

の を えて、 つ

の「 革 」という

の を えようとして

いる、その の こうにどんな社会を く

のか、それを するために な改革をや

っているというようなことを言っているわけ

ですが、 革 という の の こうに

一 どういう社会が っているのか。 えば、

社会から 社会 、そして この

の を えて、どんな社会がそこに けるの

か。そういうことも になっています。神

さんの 「 の改革－ 加

の をつくる」（2015 年、 H
ッ ）が になります。 

 

． は 地方自治 の  
 
(1) 県 の い 

 私は地方 改革に からではありますけ

れど わってきて、一つ大きな いがありま

す。 県 事の大 さんが一 日、

（6 月 12 日）95 歳で くなりました。 
大 さんがどんなことで有名かと言います

と、 基地にかかる 地 の

名の問 です。基地 の 年 が れて、

もう一度 し さなければ地 さんに さ

なければならないという事 になったときに、

法 により地 本 に 地の を して 
くれと言って られた。つまり、  

 
の をしないという し出があった 合に

は 地域の市町村長がこれに して 名

するということになっていました。 
地 の市町村長らは、「 た がもう基

地に すのはいやだと言っているのに、な  
自治 の長である私がそれに わって ン  
なんかつけるんだ」と言って ったんです 。

そうしたら法 の 定によって、市町村長が

名しないときは、 府県 事がこれ

を行うと、そのようなしくみになっていまし

て、これを け った大 事（ ）がこ

の 名を したんです 。そして

になりました。これは先 ど言った 務 行

というもので、 事務の

行に るものがあったら にかけて

行してしまう。つまり、 事が ン を さ

ないのだったら、 長が ン を

すとか、そういうことになっていたんです。

大 さんはこれを最 所まで いました。 
 

社会

革

  

革

新

革

 

化・

社会 

社会 社会  

の の の  

自 との 話 自 の ・  

  

ー 化

 

 神 れた 0 年 の 後の

（ 会 ．4 公益

財団法人日本 財団 会研究

センター ） 辻山  
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(2) 地 法の

 

実は私は、その の 事 定 100
いたそうですが、その に っていて、

をしていたんですけれども、 所は 事

の を一 めませんでしたので、出 
る 会はありませんでした。 
私は、 地 法というのは

事務ではないというふうに べるつも

りでした。 って 務 行 の で

はないのに にかけているのは 法だ、と

言うつもりでした。な ならば、私 所有し

ているものを が し出せと言っている。い

やだと言ったものにどうして の ン

を市町村長が せるんですか。これは公法

な ではなくて、とても 事務とは

思えないというのが私の でした。しかし、

は 事に 名という 務を 行せよ

というものでした。これを すれば が

行を行うというものでした。 
このことがあったせいでし う、 は

改革のときに、この 地 法を

改正し ったんです。半 の は本 の

われわれ研究 にもあると思っています。そ

れはな かというと、 事務は一つ残

ら 部やめるべしということを く言った

わけです 。そして、 がこの 名の

を 事務だと づけていますので、

法 で 定した 事、市町村長に 名を

やれというこの事務を 事務から す

ということをやりました。 
実は い を ていたら、この をし

た 先 の 話が発 できました。「

い 」になっていまして て公 できな

いのですけれど、「 説 会」という

新 社、マ の 説 の方との 会

で、 先 は「この事務は、これまで が

地方に な を しつけていたものだ」と話

しています。 の を いられている地

方の 事・市町村長を したといった じ

です 。 
 

( ) は じ ない 

私た は本 の自治 が 事務の

から れられないようなことを に

してその にまい した。しかしそのおか

で、 の地 さんた にとって の

点である市町村あるいは県といった公

の がなくなってしまった。 
これは、大 大きいというふうに思ってい

まして、 回さらに 問 にもかかって

きているんです 。私は「自治日 」

（2016 年 3 月 11 日 ）に は

「 問 」じ ない という記事を きま

した。あまりに多くの の、「 をいじ

めるな」、「 ばっかりいじめてどうする

んだ」と、そういうような に た が

多かったのでありますけれど、私はそうじ

なくて、この は の自治 に けられ

たものだと えています。 
を てみますと、 の 行

の にはこうあります。「そもそも法定

事務として公有 立法に基づいて一定

の を えられたにす ない県 事が、

が における 施設 域の 所

などといった、 が の や に する、

の 立や に を し の 来

を するような にとって めて 大な

定について、その を したり、 す

る はないことはあきらかである」。すな

わ 立事 を承 するという がまさに

から されたものであって、もともとそ

の地域の 事が持っている ではないのだ

という。このように だてするんです 。

たかが している 事が の に わる

ことと のことをやっていいわけがないだ

ろうと。そういう で 事に立 かった

わけであります。 
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私はそのときに、 えば 事会なり、

市長会なりに して「これはあなたた が言

われているのだよ」「本 の を地 の

に合わせて 正に していくということ

が されなくなってしまうんだよ」というこ

とを り し言っているわけであります。

は を問 にしているのではない

んだと、「日本の事務の 行そのものを り

て とか自治を めているんだよ」と

いうことを言っています。しかも、その 法

が 所 でも され、さらに最

の にも り れられたのです。 
はどんなことが問 になっているかと

言いますと、 前 事の に「公有

立承 を行った」と、そして が

大きく わって の 長 事が をした。

その後の ですべて自 が する

ということで は わったと言われている

んです 。そこで 長 事が 2015 年 10 月

13 日に 立承 り しの をしました。

つまり、前 事が行なった 立承 はもうな

いですよということを言ったんです 。

は 行 をしかける。この で った

ら、 事がやらないのだったら が わって

やりますよという、そういう であります。 
しかしこれは 所の 長の和

によって り るを なかったんです

。あまりに な法 の 行だということ

でご います。だって、 行というのは

に るべき手 がない、そこまで なこと

をやってみて、それでもだめだったら 行

という最 な を 所に めるという

ことはできるよ、そういう制度なのです。し

かし は一発 から 行 をやって、手

を くさなかったんです 。 
どんな手を くすべきかと言えば、 えば

指 、指 、 ということをやって、法の

制度に って、 正の指示、こういうふうに

しなさい、つまり承 の り しを り せ

ということをま やって、そして県との で

いろいろと話し合った で、どうしてもうま

くいかなければ、 行の が されると

いうものです。それを から 行をやった。 
 

(4) た は い てい  

私は のはしくれでご いますけれ

ども、もう一つ自治日 に いた内容

（2016 年 7 月 15 日 ）を します。 
の た が り込んだり、あるいは

ー で したりとか、いろんなことをやっ

ていますが、そこに してくる 、も

ろん 県 が でご いますが、ある

ときから 400 に る の

の を したんです 。私は、 で

た の を え込 、そういう に

を うために を めているのではあ

りませんよということを言いたいわけです。

の 、それから を すのかな、

それは 県が しますが、 の

はすべて 持 ということになります。

こういうことでいいのか、 としてこれ

に することができないのか、いろいろや

りました。 も きました。 
つまり私た は 、地方自治という に

まだ を い めている。そのことを何と

かして したいという思いが くなってま

いりまして、やはりこれは自治 総 として

立 かっていくしかない。 で言うのは

なんですが、なかなか かないんです 。 
 
( ) と地方の 実 さ  

また最 が出た に私が いたもの

を しますと、すでに 立とか、法治

とかいったものが されている。この

の問 点はどこにあるのかというと、地

方 改革の原 が了 されていないという

ことです。最 にとって、も ろん の

にとっても、あの地方 改革が に、

地方自治法施行70年　11
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の 事を地方に じてやらせているんだと

いうやり方はやめたわけであります。 、

地方に「 の事務」という 念はありません。

地方でやっている 事はすべて地方の事務な

んです。たまたまそれに して の が

いのと いのに かれるくらいでありまし

て、そして と地方はどんな なんだと言

ったら、言うまでもなく ・ の な

んだと、これは の 長が自ら言っ

ていることです。それにもかかわら 、

はそれを んと き けていなかったんで

すけれど、これらの に する なやり

り、 、これは も 所も めて、

地方自治、 改革というものが き出した

・ が地方自治 と の なん

だという原 が できていないという

ことを、私が ただけでも 20 本にも 研

究 が 文に いています。 
このことで私は何もできないと んでいた

ところ、「 内 会 」という のこ

とを り、同じく自治日 （2017 年 5 月 1
日 ）に記事を きました。 で 立の

が まっているんです。そしてそのため

に を してしまって大 なことになる

んですが、その をしたら とか を

めるわけです。そこで大 な が

されている。その 内 会 というのが、

実はこれを んでいって めることを さ

れている さんた なんです。 らは、

の手で の を したくない、 の

和を したくない、ということから、これ

に するという立 を明 にして、 大臣

に し れ を っているところです。 
また、 の 労働 でつくる「

労働 合 合会（ ）」が で

の 新基地 設 事は 法であり でき

ないとして に作 を行わないよう働

きかけています。その は 事の承 を

とした公有 立法に 、 事の

を ていない、 定 来

の を する県 を す、というもの

です。ど らかというと、これまでは の

に を われてきたんですけれど、

実はこういうようにして、何らかの で本

からの をするということがあり るんだ

ということを えていまして、そのことを

じて、地方自治法を 定されている りに

させる、つまり と地方は ・

なんだということを実 していく。このこと

を実は地方自治法 70 周年で く言いたかっ

たことであります。 
 なんども言うようですが、基地の問 なか

んづく め立て承 などの一 の

問 は、 の の自 定 「自治」の

問 だとしてよいでし うか。 前 事

が め立て承 を行ったのは県 の 思に

することだから県 の 治 行 （たとえば

ー だとか）で を り、正しい

で すという を くのであろうか。

そのとき、本 の市 はこの自 定 「自

治」の に かれることになり、「 せ

」でいくのか。この とも思える本 の

を ながら、 てて の地 新 の定

読を し込んだ。その の は同

じ にいるのかとも思わせられる どです。 
 地方自治法 70 周年のこのときに、 に

きつけられている 実は、「自治」の名の

もとに に をつ る本 の市 と自治

の姿です。この「自治」と「法治」 の 戦

とも思える の行 や 法に して地方

を に していかなければならないと

しています。 
 さらに、日本 のひとりとして、 だ

けでなくこの の基地問 、

法、集 問 など日 制

に する きについて 治 な を てい

くことが の に き合うことだと思え

てなりません。 

12　自治研かながわ月報 2017年8月号（No.166）
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 2017 年 5 月 22 日神奈川県地域労働文化会館において神奈川自治研センター2017 年度第 1 回

問 研究会が開催され、 大学 市 学部 の 氏より「 の

市 を ンする 市をたた という 点 」をテーマにご をいただいた。本稿は、

その 内容をもとに、編集部にて原稿案を作成し、 氏が加筆・修正したものである。 
 
 

１．人 の み方 

 
（1）人 と の 実 

ま 、 の読み方からお話する。これは

これから 実に が っていきますという

である（ ）。2015 年の 調

が 2010 年と べて初めて したという

ことなので、私は り めたと している

が、 ータを って数年後に しないとわ

からないところもある。しかし、 なくとも

が日本で一 多い で、何年か後か、  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
に まっているかはわから

ないが、 実に っていく

ということは言える。 
な 、日本の が っ

ているのかというと、基本

には日本の の ン

が いからと説明されて

いる。1930 年ごろの 、

の のものは、き

れいに ッ という

か をしていて、あ

2017 年度 1 人 研究会（2017 年 月 22 日） 

 

 

― たた とい ― 

 

   

 
 

の  

平成17年版　少子化社会白書より抜粋

人口減少時代の都市空間をデザインする　13

図表 1　人口減少と高齢化の現実
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の は が発 していなかったので、歳を

とればとる ど に くなっていく。

が結構 い だったので、

ッ になっていた。 んと 制度が発

すると、 歳から 60 歳、70 歳くらいま

で、 同じ が みあがって、そこから

先は に って くなって、 みたいな

になっていく。そういう になればよかっ

たが、2000 年では 2 つ、2025 年を ると 3
つ出っ りがある になっている。 

1950 年の にあるように ー ー

、戦後す に まれた の と言

われる 、あの がややたくさん まれ

て、かつ や が かったので、

あまり くならなかったということがある。

この が っと持 がるようにして、日

本の 市も大きくなってきたし、その ども

た もたくさんいて、日本の は し な

になっている。 
ここから先、 が っていくのはな か

というと、 ー ー が を かえ

るが、 には も つことができないので、

たくさんの がいる が くなっていく

になる。 くなる 数に して、 まれ

る 数が ないので、 がかなりの

ー で 、そういうふうに説明できる。 

(2)人 は  

つまり、 が ること自 は

めて たり前のこととして き

る。 できなかったことでもな

いし、 でもない。 で

もない。 ー ー が、そ

れなりに い を って最後に

くなっていく、ということで、

一つひとつの でひどいことが

きるわけではない。ただ、社会

としては っていってしまう

ということである。 
を で くべき

とするか、 に しなくては

いけない。問 の立て方を んと しな

くてはいけない。いろんな自治 が「ま ・

ひと・しごと総合戦 」や「 ン」

で、 を やそうとしているが、 を

やすことを、 の とすると す

る。 
いい ができて の方 が 、

50 年長 きするなら は らないが、そ

ういうことは きない。日本の で が

しているので、自治 ー で ていくと、

ある町で「たまたま えた」ということはあ

るが、日本 では る。どこかが え

たら どこかが るので、そういうつまら

ない にあまり っていくべきではない。 
自 を の大きな問 にしては

いけない。 にしてはいいが、 くべき

にしてはいけない。 が「問 か」

というと、 が えないで ることは問

ではない。 ばかりの地域社会になるこ

とも問 ではない。たまたまそれが にな

って治 が くなってしまうとか、あるいは

で治 が けられなくなってしまうとか、

いろんなことが きるかもしれない。そんな

ところをうまくカ ーするということ、それ

が で くべき問 である。 
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約300万人約300万人

約1500万人約1500万人 約2200万人約2200万人 約3300万人約3300万人

約500万人約500万人 約700万人約700万人

（昭和恐慌）
1930年

人　口

1930年（湾岸戦争） 2000年 2025年

（高度成長期）
1960年

（大阪万博）
1970年

図表 2　人口ピラミッドの推移　（国立社会保障・人口問題研究所より）
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ここから先、もう が えないことは

実、 ばかりの地域社会になることも

実である。働き手も るので、 も

には がってこない。 がある で

に るとか、 に えるとかあまり き

そうでもない。そこで、ある 市にこれから

後何年 、何 の が らしていて、どのタ

ン で くなる方がいてどのタ ン

で の ー が発 してくるかは、かなり

度が く読めるは である。 
が えている は、 で を立

ててもだいたい れる。 がどんどん い

ていって、 が したり したり、い

ろんなことが きて、なかなか の ど

おりにいかない。しかし、 る は先が読

めるは で、もうこれ らいしかお は っ

てこないので、どういう に するかとい

うマ ン をしていきまし う、といっ

たことが大事になる。 
この「マ ン をしてきまし う」と

いう でいえば、私の本には 市をたた

という 名がついているが、 すると

ころは「 んと ン ー しながら、

するべきは していきまし う」「

をたた とか、 をたた というくらい

の じで、 をあまり いことと え 前

きにやりまし う」、ということである。 
 

( ) ー ン（ ）ではな

ー ン（ ）  

テ ー ン（ 和）と テー

ン（ ）という に の で

われている つの言 で におけ

る を説明していく。 
が っていく自治 で にとらわ

れたところは「 」と「 ン ー マン

ン」、この つをついやってしまう。

ーテ で い を出会わせたら、そこで結

して どもが まれるんじ ないかという

ことで、 さんが「 自治 」とい

った に で ーテ が実施された。

それに して自治 が 500 とか 1000 と

か をつけてやっている。これは テ

ー ン で、 が ることを しでも

和ら ようという である。 
ン ー マン ンも、 えばどこかの

大 市の の さい 市の 前に ン ー

マン ン、 が 4 のところに 1
らいのものを てると、 い は一

には来る。マン ンを てて が く

て、 前だったら は ので、一

には える。 前にマン ンを てること

も テ ー ン である。 
この つをやったところで、一 に一つ

の自治 の では が し 和

されるから、やって がないとは言わない

が、日本 の では とんど がない。

府県 で を ると く は え

ていないということになる。 
えば ーテ をやるのに自治 が年

500 と 2 くらいをつける。

あるいは、 ン ー マン ンを めた

開発をやるために 10 、20 の

を れるということを、これから が が

ってこない社会でやるべきなのかが問 だと

思う。 の としては、 テ ー

ン はあまり らない うがいいので

はないか。 
かわりにやるべきは、 テー ン

である。私の 合は 市 が なので、

が った に して、 市の を さ

くしていく、 る に合わせて 地の を

合させていく、そういうことをやるべきで

はないかと思っている。 
社会で自治 というと、

が えたマ が 、 ったマ が け

のような で されたりするが、その

は し えないといけないのではないか。

人口減少時代の都市空間をデザインする　15
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これは の問 だが、 に合わせ

てうまくマ を さくしたところが 、

そうでないところは け という にしてい

かないとだめだろう。そうでないと な

テ ー ン の になっていく。 
 
(4) い  

の話を し う 点で えてみたい。

は 市 と の を示したもので、

日本の 市の を に、 くら

いから ていく。 

最初は でそれ ど が多くなく、

市の も は歩いて らしている

ので、 ン になっている。それが明治

の 化、戦後の 加も めて、

の から の うに、大きくて多い に

っていったというのが、これまでの 市

、 市 の であった。 
から にまっす 、 ん の い

のように が っていけば何の問 はな

い。つまりある に して な 市の

が されていれば問 ないが、たいてい

の 市は から に る に の

を てしまう。 市の が さいのにやた

ら がいっ いいる である。戦後 も

ない日本はそういう で、 の に 、

が んでいるとか、そんな がしば

らくあった。先 どの言 で言うと、

と は、うまく テー ンしてい

る、 に合わせて 市ができていて、 の

は テー ンがうまくいっていな

い。 が多す て、 市がよくなっていな

いという である。 
これまでの 市 は、 から に行

くときに、 の をいかに こさないかと

いうことが の で、いろんなことをや

ってきた。 
一方、これから先はどうなるのかというと、

から にまっす れば、それが「

」である。しかし、おそらく きそうなの

は の で、 度は が って、

が けていく。 の集 と言う どの

ではないが、 の が きてしま

う。 が きないように から に

ー にいくようにする。これが であり、

そういくようにするのが 市 や 市

の になる。 
 

． の  

 

（1） は  

市の は、これからどう 化していく

のか。 に する れ の 化、 の 化

を り ていく。 つの は、 市が さ

くなる ー 、こういう に が さく

なるのではないかという ー である(
)。 
の は、私が 10 年 前にこうやって

さくなるのではないかと思って いた で、

市は から内 に かって さくなると

えていた。 は ら と大きくなって、

が けていくと から さくなるので、

同じように 市はそうなっていくのだろうと、

えていたが、 実は った。 

 市 と の  

過　疎
状態４

人口

都市空間

少

多

小大

過　密

状態１

都市計画やまち
づくりが上手く
いった場合

都市計画やまち
づくりが失敗し
た場合

状態３
状態２

図表 3　都市空間と人口の状態
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実は、 の のように さくなっていく

ことがわかった。 は っていくのに 市

の大きさは わらない。 から までの

は わらないけれども、 が って われ

なくなった が、 市の内部に さく が

開くように まれてくる。そんな で 市は

さくなっていく。 
これを「 市の は ン に 市

が さくなる」と している。 の はそ

の ー を で示したものである。 市の

、大きさは わらないが、内部に さい

が開いてくるように 市が ン 化してい

くということが、これから きてくることで

ある。ではな 、 ン 化が きていくの

か、 にある カ 、 み・しかけ

を説明する。 
 

(2) ー な の  

ま 、 市が

大きくなったと

きのことを え

てみたい。神奈

川県内にもこの

ようなところが

たくさんあった

と思うが、これ

は の の

で、 から

に が新しく

なっていく（ ）。 くからの が自

の後ろにある 地を 市化に合わせて り

りをしていって、だんだん 市 になって

いく、 度が がっていく、ということが日

本 の 市部で きた。こういう を、

市 の では ー という。

ー は が べる・ いという で、

じわじわと 地が べられていくような じ

で 市が大きくなってきた。 
な 市 の立 では、だらだらと

市化するのはあまりいい ではないと

えられた。一 に 市化して、 も ん

とできてというのが 想 だが、こういうふ

うに い に大きくなってしまったのが

実である。 
な こういう に大きくなってしまったか

というと、 かい はいろいろあるが、一

大きいところは、戦後す の 地 で、

大地 の 地が 作の た に られてしま

った。 市の周りにある 地を、たくさんの

地 が持っている で戦後が ター した

のが ー の原 である。 
その地 がそれ れ、自 の事 ・ の

事 と、自 の 事・ の事 、その 2
つくらいの事 を 案して 地を 市にして

いく。自 の どもが大学に り学 が り

ないから、 一 って ー を てる。

あるいは自 の がやっていた を自 が

 
 

 

都市の縮小

都市の中心

都市の中心

JR 南武線
JR南武線 JR南武線

甲州街道 甲州街道 甲州街道

図表 5　スプロール的な都市の拡大

図表 4　都市の縮小モデル

人口減少時代の都市空間をデザインする　17
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やらないので、 り りをして

地にした。 が発 して

がだい かかって自 の

思でないところもたくさんある

が、基本 には の地 さ

んた の 思 定によって 市

化が んでいったということが、

ー の原 である。 
 
( ) ン の の  

ン が きる も く同じで、これ

は ン が んでいる つのサン であ

る（ ）。 方とも の 地で、

ーの部 が、 き地になってしまったとこ

ろである。 は一回 部 が んでいて、

後で き地が えていったところで、 は

地を したが の だったのであ

まり が たないで、そこから き地・ き

が えた。部 に り出しただけだが、

こういう に 市は さくなっていく。 
つまり、 地の大きさ、 は わらない。

っこと っこに が んでいるので、

は 部 わないと は らせない。けれども、

その内部で つ つと ての ごとの が

開いていく。これがな きてしまうかとい

うと、先 ど し た の地 が所有

していた 地を 100 地くらいに けて、

また 100 くらい地 が した。その

た が同じように自 の事 で自 の 地の

い方を めて、 き にしていくからであ

る。 えば、私と私の に んでいる が同

に するということはめったに きな

いし、同 に くなるとか、同 に

ということもめったに きない。だから、

り合う 同 が に 思 定をしてい

て、 ータ としては 市の で さく が

開くように き地・ き が えていく。こ

ういうことがこれから きてくる。 
日本の 地は私有制で、 が持っている。

を かく けて に してしまった

のが、 の である。ここから先、何か社

会 革 のようなものでも きないか り、

は わらない。これに して を え

ても 方がない。 地の制度を えろと 言

する もいるが、うまくいくかどうかわ

からない。 実 な私としては、それはもう

前 にするしかない、つまり ン と き

合っていくしかないと思っている。 
 
(4) ン の  

では、 ン の構 をどう かしていい

市をつくっていくのか。 ン 化にどう

いう があるのかを に したのが、

である。これからの 市の の

を 説したい。ま 「 っくり わる」とい

うところである。 が えているときはあ

っという に が ったり、あっという

に ー が ったりということが きたが、

ここから先はもう が えない。 を

化させる 、 ー ンは、 が き

にしようとか、 したとか、 くなった

とか、 に い ー ン、 い し

かかからない。 自 はとても っくり

わっていくので、 っくり すればいい。 
つめは、 を えていくのは かとい

うと、 、もう し大きい で の

でしか わっていかない。一つひとつの

が わっていって、10 同 に わるとか、

 
図表 6　スポンジ状の都市の縮小
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100 の が同 に 開発とかいうことは

あまり きなくなってくる。 つめは

地の さい で わっていく。 と一 に

くということはめったに きないので、

さい を前 とするしかない。 
つめは に わるということで、かつ

ては 村から にと一方 に わっていた

が、ここから先は が き になって、

になったり、 地になったり、

になったり、あるいは の の

点になったりということである。 市

は 地域で大 な ーンを め、 の

を めていくわけだが、こうしてさま

まなものに さく わっていくので、おそら

くそれも わら るを ないと思っている。 
つめは 所はあ こ 、どこか 市の

とか 部とかでなく、いろんなところで

き が出てくるという である。この

なことを前 に 市のことを えていくしか

ない。 
 
． み立て の  

 
(1) い の  

は、 を けて「 ン

テ ッ ー 」を 指そうと

ている。 ン テ は、 が んで

いる、 っている 地の部 を さくする。

ッ ー は、公 を 化してその

公 の ッ ー に うように 市を

ン にしていく、という え方を

出している。 で の の っ み

たいなものから、もみじの っ みたいにし

ていくというのが、 が出している 市

の ンである。これはそんなに い話で

はなく、 で えたら これがいいに

まっているので、こうするしかないかなと私

は思っている。ただ、 にできない。

は、先 ど説明したように、 市は さくじ

わじわとしか わっていかないからである。 
「 ン テ ッ ー 」をす

実 するには、 から を内 に

ッ に かしていかないといけない。しか

し、たとえばそれに し たり 1000
つの をばら くような、そんな

はた ん社会の合 を けることができな

いと思う。集まって ためだけに の

た にお をばら く、 が から内

に るときに、 府なり公 が して

を すことは、もう しいのではないか。 

そうなると、それ れが っ そうと思っ

たときに、「こっ に っ そうよ」と 府

が し を す らいしかできない。

の自発 な きをうまく ン ー してい

くしかない。それも 30 年とか 50 年、それ

らいの での かなと思う。ただ、

その 何もしなくていい、 っておいていい

のかというと、 の半 らいの にはい
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ろんなことが きるので、 んとその も

しないといけない。 
「 ン ッ ー 」で 想 な

があるが、 実は ン になっていく

ので、 実 な をどうつくるかとい

うことがいま問われている。 
 

(2) 法と 年に た ー  
ここから最 の の を私の る

で する。 っている 市 法は、

50 年前の 1968 年に作られた。 社

会で 市 法の大 をすべき、という話

が きにしもあら だが、 の 市 の

方法に新しい などを がけするような

で制度が設 されている。 の 市

は、 をつくる、 をする、 地

域で ー ン をかけ 地を ン ー す

る、などの方法があるが、ここ 3 年 らい

で次の 4 つの方法ができた。 
1 つめが立地 正化 で、 市 の

に、 市の を集 に する地域と

を集 に する 域の 本の を く

制度が、2014 年の 市 法の改

正でできた。 は自治 が作ることになっ

ているので、 あ こ で作られている。 
2 つめはこれも で「 き

の に する 法（ き

法）」である。 市の に つ つと き

が出てきて、それがいろいろ となってい

ることが大問 になって、この法 で き

を することができるとした。 府が私有

財 の に できるという法 だが、そ

れだけでなく、 き の基 調 をやるとか、

き の を作るというのも法 の に

り込まれているので、それをどううまく み

合わせるかが問 である。 
3 つめは公 施設 総合 、これは

総務 である。 学 や市 センターなど

自治 が所有している公 施設はたくさん

あるが、 が えた の で だから

つくってきて、その まで していなか

った。作るときの みはするのだけれど、

持 とか て えのことを えていなか

ったので、自治 によっては昭和 40 年 に

てられた公 施設が大 にある。昭和 40
年 の はそろそろ が来て、ある

に一斉に を える。財 な がある

年に集 してしまうので、そうならないよう

にうまく する、 のう に えておくと

いうのが公 施設 総合 である。 
4 つめは公 成 で、これは

と と LRT（ ）を一 化し

て える を自治 が作るものである。

の 会社が り れていて、 市によっ

ては く がとれていないということがあ

り、それだと れになってしまうので、公

が ー ー ッ を って んと を

つくるということである。先 ど し た

「 ン ッ ー 」の、 ッ

ー の部 がこの になる。 
つの の 定 をみると、立地 正

化 はいま 100 らいできている。

1700 の自治 のう 、 のない自治 は

作らなくていいので、半 らいが 手した

という と思う。 き は、

700 くらいが作成 定、100 が作成 みとい

うことで、同じように半 くらいの だっ

た。公 施設 総合 は HP に「

100 定 定」と いてある。公

成 は、 度が く、あまり

のないマ も多いので、 で 62 が 定

みとなっている。 
自治 によってはこの つを の部 で

けている。1 つめと 4 つめはたいがい 市

で けるが、2 つめは 市 で け

る 合、 で ける 合、さらにいえば

といったごみの で けることも

あり、それによって う。 き をごみ
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ろんなことが きるので、 んとその も

しないといけない。 
「 ン ッ ー 」で 想 な

があるが、 実は ン になっていく

ので、 実 な をどうつくるかとい

うことがいま問われている。 
 

(2) 法と 年に た ー  
ここから最 の の を私の る

で する。 っている 市 法は、

50 年前の 1968 年に作られた。 社

会で 市 法の大 をすべき、という話

が きにしもあら だが、 の 市 の

方法に新しい などを がけするような

で制度が設 されている。 の 市

は、 をつくる、 をする、 地

域で ー ン をかけ 地を ン ー す

る、などの方法があるが、ここ 3 年 らい

で次の 4 つの方法ができた。 
1 つめが立地 正化 で、 市 の

に、 市の を集 に する地域と

を集 に する 域の 本の を く

制度が、2014 年の 市 法の改

正でできた。 は自治 が作ることになっ

ているので、 あ こ で作られている。 
2 つめはこれも で「 き

の に する 法（ き

法）」である。 市の に つ つと き

が出てきて、それがいろいろ となってい

ることが大問 になって、この法 で き

を することができるとした。 府が私有

財 の に できるという法 だが、そ

れだけでなく、 き の基 調 をやるとか、

き の を作るというのも法 の に

り込まれているので、それをどううまく み

合わせるかが問 である。 
3 つめは公 施設 総合 、これは

総務 である。 学 や市 センターなど

自治 が所有している公 施設はたくさん

あるが、 が えた の で だから

つくってきて、その まで していなか

った。作るときの みはするのだけれど、

持 とか て えのことを えていなか

ったので、自治 によっては昭和 40 年 に

てられた公 施設が大 にある。昭和 40
年 の はそろそろ が来て、ある

に一斉に を える。財 な がある

年に集 してしまうので、そうならないよう

にうまく する、 のう に えておくと

いうのが公 施設 総合 である。 
4 つめは公 成 で、これは

と と LRT（ ）を一 化し

て える を自治 が作るものである。

の 会社が り れていて、 市によっ

ては く がとれていないということがあ

り、それだと れになってしまうので、公

が ー ー ッ を って んと を

つくるということである。先 ど し た

「 ン ッ ー 」の、 ッ

ー の部 がこの になる。 
つの の 定 をみると、立地 正

化 はいま 100 らいできている。

1700 の自治 のう 、 のない自治 は

作らなくていいので、半 らいが 手した

という と思う。 き は、

700 くらいが作成 定、100 が作成 みとい

うことで、同じように半 くらいの だっ

た。公 施設 総合 は HP に「

100 定 定」と いてある。公

成 は、 度が く、あまり

のないマ も多いので、 で 62 が 定

みとなっている。 
自治 によってはこの つを の部 で

けている。1 つめと 4 つめはたいがい 市

で けるが、2 つめは 市 で け

る 合、 で ける 合、さらにいえば

といったごみの で けることも

あり、それによって う。 き をごみ
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と るか、 と るか、 市と るかとい

う いがあって、 にごみの うで けた

合に が れていないことがある。3 つめ

は自治 の とか総務 とかそうい

うところで けることが多い。 
これらが りの で う方 を い

ていることがある。これからは、 かせる

や える が ない なので、4 つの

を に させて、いい 市を作って

くださいということを し たい。 
 

( )立地 の み 

立地 正化 を し しく説明しておく。

の 市の に して、ま 「 市

地域」を定める。 市の で を持

っているところをはっきり める。そこで、

この 市 を したいということを

に くことになっている。 えば、 、市

センター、市 所 、公 が作るものと

が作るものを合わせて 市 を指定する

ことができる。 
そうすると えば「 市 地域」の

で を てようとすると の に

なる。 を させるような い はな

いけど、 に来て 出をしたときに調 を

して、本 にそこに があるのか行 が

しないと する。そういう手を って

「 市 地域」に市 に なも

のを集めていく。 
次に、その に「 域」という、

がここに つと ましい 所、この に

みなさん んでください、という 所を定め

る。 地域の に を てようと

する 合、そこに があって て えや新

をしようとしても何も言われない。ただし、

地が 1000 の開発や の開発

をする は、事前に 出をして調 で わな

いと の になる。 
このター ッ になりそうなのは、地方

市で 地開発をする さい ーカーや

ッ ーである。 が自 の や、

息 の を ててあ ることには文 を言わ

れない。これをもっと い 制でやるべきと

いう はあったが、最 にはこれくらい

に いた。 に が いので く

がないという研究 もいるし、こういうこ

とやらないとだめだからできるだけ につ

くろうよという研究 もいる。神奈川県内で

もいろんな自治 で を作ろうとしている

が、これを って何かをやろうとするかは、

それ れの自治 の に られている。 
市 域に 市 を てると

が多めにもらえる。 が、それと合

わせて の出し方を えてきたので、

を作ったり、市 所を て えたりすると

きの が多めにつくし、 な も

で りることができる。立地 正化

を の自治 が いで作っている は

そこにある。 館の て えがある自治

で作っているとか、 っと本 だが、

そういう ンセンテ があって の 定

がされている。 
 
（4）公 施設 総合 の 方 

県内のある町の公 施設 総合 を、

年お手 いしたので、どういうふうな

を作って をしているかというところをお

示しする。ま 、 を い出し、 とな

る公 施設は何かという を作っている。

と ン 、この町の 合は 方

っているが、自治 によっては 部を わな

いこともある。そして、それ れの 、

年を一つの年 にまとめていく。この町の

合は、 学 が昭和 40 年 に集 して

っている。 の は 30 年とか 40 年

といわれているので、昭和 40 年 の 50 歳

らいになる があって、これからこの

て えの山がやってくるということなので、
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らすなら めるしかない。そんなことが

わかるための の をつくるのが、公 施

設 定の基本 な作 ということ

になる。 
それに し、これから先いつごろにどうい

う財 があるかも していく。 て

えや ンテ ン の を一つ一つの ご

とに して り っていくと、 の が

えてくる。どの年に が集 するかがわ

かる。 に、 の 来は読みや

すいというといったのは、こういうことであ

る。こういう は に成立する。この

町では公 施設の を 会でしか し

ていないが、 えば、市 加の で市 の

さんにこれを てもらっても、おそらく

するようなわかりやすい ータをつくるこ

とができる。これから が えるかもしれ

ないし、何か でもあって っと るかも

しれないが、そういうことがない りは、お

そらくこのままの が 想される。これに

して、これから ってくる を け合わ

せていくと合 な ができる。 
この町では、この に して 3 本の

を いて を えている。一 の

がこれから先の 出を 年にならした 9.6
という である。 ん の は、ここ

10 年 にこの町で、公 施設の改修 に

った実 の である。 の財 で 年

9.3 出してきたということで、つまり、

年 3000 の で何とかいける。

の 5 年 の 出を 年にならした 6.2 が

その の であり、 5 年 の財

を前 とすると 年 3 りないという

ことになった。こういうことがわかったとい

うことである。 
この町の 合、 にどの施設をいつ

すかという話まで っていないが、 な

をしている自治 は、こういった を

ー にして 年 3 らすとか、10

らすとか、 で何 カッ とか、大き

い数 を定めていく。また、 の で、

この 学 はもうだめだとか、 学 とこれ

を合 させて を かせようとか、いろん

なことを えてやるということになる。 
り しになるが、それ れの 、公

施設にせよ、公 にせよ、 にせよ、

基本 にはひとつの 市の にある。ばらば

らで 思 定をされると、 は なことが

きるので、とにかく総合 に 思 定をし

て しい。それ れの 市で、 をお い

つき合わせてやってくださいということであ

る。 施設を 合化させて、その に 所

の 施設を新 すると があると

か、 市の でうまく み合わせることに

よって が出てくるというのが、 市

のいいところなので、 を させて

んと地域を作ってくださいというような

ことをここで し ておきたい。 
 
． て とい に

 

 
(1) の の み（ 立 ） 

これから、 き をどう うかということ

が、大きな話 になってくる。 ン の

がこれから 市の に いてきて、 を す

と くところはそこだけである。 前の 開

発が くわけでもないし、 の 地が

できるわけでもなく、 市の で く

地は、 き や き地だけという 市もある。

そこに して戦 にどういうふうに 市

をやっていくか、 市の を め込んで

いくかというところが問われる。そこで、た

かが き と えるのでなく、 市の問 と

してき んと いてみた事 を する。 
立にある き を ー ッ によっ

て ンし、 、

、 テ ー ンとして した。
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らすなら めるしかない。そんなことが

わかるための の をつくるのが、公 施

設 定の基本 な作 ということ

になる。 
それに し、これから先いつごろにどうい

う財 があるかも していく。 て

えや ンテ ン の を一つ一つの ご

とに して り っていくと、 の が

えてくる。どの年に が集 するかがわ

かる。 に、 の 来は読みや

すいというといったのは、こういうことであ

る。こういう は に成立する。この
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ないし、何か でもあって っと るかも
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その の であり、 5 年 の財

を前 とすると 年 3 りないという

ことになった。こういうことがわかったとい

うことである。 
この町の 合、 にどの施設をいつ

すかという話まで っていないが、 な

をしている自治 は、こういった を

ー にして 年 3 らすとか、10

らすとか、 で何 カッ とか、大き

い数 を定めていく。また、 の で、

この 学 はもうだめだとか、 学 とこれ

を合 させて を かせようとか、いろん

なことを えてやるということになる。 
り しになるが、それ れの 、公

施設にせよ、公 にせよ、 にせよ、

基本 にはひとつの 市の にある。ばらば

らで 思 定をされると、 は なことが

きるので、とにかく総合 に 思 定をし

て しい。それ れの 市で、 をお い

つき合わせてやってくださいということであ

る。 施設を 合化させて、その に 所

の 施設を新 すると があると

か、 市の でうまく み合わせることに

よって が出てくるというのが、 市

のいいところなので、 を させて

んと地域を作ってくださいというような

ことをここで し ておきたい。 
 
． て とい に

 

 
(1) の の み（ 立 ） 

これから、 き をどう うかということ

が、大きな話 になってくる。 ン の

がこれから 市の に いてきて、 を す

と くところはそこだけである。 前の 開

発が くわけでもないし、 の 地が

できるわけでもなく、 市の で く

地は、 き や き地だけという 市もある。

そこに して戦 にどういうふうに 市

をやっていくか、 市の を め込んで

いくかというところが問われる。そこで、た

かが き と えるのでなく、 市の問 と

してき んと いてみた事 を する。 
立にある き を ー ッ によっ

て ンし、 、

、 テ ー ンとして した。
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ー ーは の方で、私と の と

部 でやった。市 所を ら に 市

をしないといけないと思っていたので、 立

市 所には 1 回も に行か にやった。 
き の一 一 の改修だけれども、それ

ができたことによってマ がよくなったとい

う にしたいと、そういうことを えた。

き を が出 りする を持った に

えつつ、その周りにあった ッ を半

くらい っ って の を えるように

したら、 に公 が えたわけではないけど、

市としては 地のいい 市 ができた。

ここでは 1000 くらいしか っていなく

て、 も く わなかったけれど、 き

をうまく い公 な開発ができた。 
これから先、 き は が多いと思

うが、公 の が し を してこういう

ものをたくさんつくっていけば、とても み

やすい、いい 市ができると思う。 
 
(2)地 の み（山 県 ） 

もうひとつの事 では、一 一 の き

を につな ていくとマ はどうなるかを

している。山 県の 市の みである。 
市は 13 らいだが、 き

がたくさん出てきている。 き の ー ー

は自 の が んでいた を、本 は

に んでいてもういらないからと、 所に

をしに来るが、 所の方は されても

る。 き は っても の しにならない

が発 するので を っているとい

う だった。 
ある に の が、 き をもらっ

てそこに や公 をつくればこのマ はも

う し くなる、ということに づいた。

が思いついたことを私が き ける で、

き を地域の として づける を作

ろうということになった。 
ま は た に集まってもらって、

を作るところから ター した。 なので、

が もった き は ろしをしないと 2
年くらいで れてしまってひどいことになる。

だから の き は があった。

が集まって き の 方法を え、 し

て、 き の い方がこれだけあるというこ

とを 有した。もし き が出たら、地域で

き をうまく いまし う、第 町内会館

をつくるとかそういうことはできます とい

う話と、市内に している について、

行 が を けて作るということで大

かということを した。 
た は自 の き でなければ大

なので、最 には き の について、

ま づくり のようにまとめた。 ー

ッ をやって作った では、30 年くら

いたったらこの町はこうなりますという を

いた。 ッと ても 30 年 っても、なに

も わらないように えるが、 き が し

いて地 に している ができると

か、何 かの き の 地を させて

ができるとか、そういうような を いて、

30 年とか、40 年くらいかかるかもしれない

けど、 き が出るた に地域の公 に

えていくとこんな地 になりますという

を立てた。 
ただ を立てただけでは かない。

では地 の の た も ー ッ

に 加していたので、 らを にして

き を かす 、NPO をつくった。行

に き が持 込まれたら、その NPO
に 。NPO では き の を調べ、一

いい えを作って ー ーさんに働きかけ

て、 市の を し つ えている。その

ようなことを 5 年 らい やってき

ている。その NPO で 市の を えた事

を する。 の で、 い

いに A と B という つの き が、

同 だけど に ー ーから があった。

人口減少時代の都市空間をデザインする　23
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A と B の に が んとしていなく

て えない 地があったので、A と B の

を ー ー して、A を し、市

をまっす にして、B も した。最 成

としては E の 地に新しい が 、B
の 地が になった。 を作って 市

を くしたことと、B の 地をうまく

かすことで、 を てて地 の が一

、3 らい えた。ひとつの案 が出

るた に 1 月とか 2 月かけてこういう

ことを NPO でやる。 く けにならないが、

こうやら るを ない。 
 
さい に 

 
こんな さいことをやっていて、 たして

何の があるのかということを問われるの

で、それでこういう 市になっていくという

ことを最後に説明しておきたい。 
「 市をたた ー 」の は、 の

が っておくとなる 、 ン の

があ こ にできていく で

ある。それに し、 ン の

をうまく って新しい

テ 施設を作ったり、 を

つくったりして 市の の

を ることをやっていくと

の で、そこから のよ

うに、 を け えてひとつ

の 地が き、そこに が一

えて、 き ・ き地が

し るということである。

みをやったところで周りの き

や き地が る。 
市も が り めてい

るので、 の部 に は だ

った が まなくなり、 の

部 が っていく。結

には のように周りが くて

したところを とした だけが

き残るという 市になっていく。これが

テー ンということである。 府が

して テー ンをやるのが立地 正化

だが、それを の がやる、もっとい

ろんな た が わっていく、それによって、

が した テー ン にでき

るということがいいと思っている。 

 

 

図表 10　都市をたたむイメージ

図表 9　つるおかランド・バンク事例
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 編集後記

　7月24日、沖縄県が辺野古への米軍基地移設工事の差し止めを求め那覇地裁に提訴した。辺

野古沖の埋立て承認を取り消した県を国が訴えた訴訟（「自治研かながわ月報2016年6月号」

参照）では、昨年12月に最高裁で敗訴が確定し、翁長知事が「埋立て承認の取り消し」を撤回

するに至った。国は今年4月25日から護岸工事に着工したが、今回の訴訟は、この工事で海底

の岩礁を壊す県の許可権限が今年3月で期限切れにもかかわらず、国が許可を申請せずに工事

を進めているとして、県が工事の差し止めを求めたものである。国側は、地元の漁協が国から

の補償金を条件に漁業権を放棄したため漁業権はすでに消滅しているとの理由で許可の必要は

ないとし、県の主張とは対立している。

　この訴訟で仮に県が勝訴しても工事の停止効果は限定的、との見方が強い中で沖縄県が訴訟

に踏み切ったのは、目の前で進む工事を手をこまねいて見ていられないという判断だったよう

だ。こうした詳細な情報は、現地の新聞によるものである。辻山所長が言及した、私たち本土

に暮らすものが「沖縄の困難に向き合う」には、まず現地情報についてのアンテナを張り巡ら

すことが欠かせない。それが沖縄との意識の差を縮めるための一歩だろう。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　１９３０年の台湾セディック族の抗日暴動・霧社事件を描いた台湾映画「セディック・

バレ」に想い、台湾花蓮市に、原住民族の村と慈済大学「原住民博物館」を訪ねた。

台湾では、「先住民」は既に滅びた民族を意味するとし、「原住民」と言う。大陸から

の漢民族等の移住以前からの原住民族として、現在１６民族が認定されている。総人口

の２％ではあるが、言葉や伝統文化、芸術・生活様式の保護と、「原住民」の地位向上

への政策が進められている。これまでの差別実態の反省の上に、高等教育への優遇や

国会議員も原住民族枠が保障され、小学校では「原住民族」のことを教育することが

義務付けられていると言う。中華民国台湾は多民族国家である。

　戦前の歴史学者喜田貞吉（１８７１-１９３９）は、日本民族概念を、ⅰ「縄文式民族」（アイ

ヌ人）、 ⅱ「弥生式民族・北種」（天孫民族 ＝ 大和民族・出雲民族・朝鮮民族）、 ⅲ「弥

生式民族・北種」（倭人・肥人・隼人・琉球人）  ⅳ「漢民族」の「混合民族・複合民族」

国家だと論じている。敗戦により植民地主義が崩壊した後は、日本における民族問題

は曖昧に回避されてきたと言われる。日本も多民族国家である。

　１９８３年、当時の中曽根首相が、広島の原爆擁護ホームで「日本は単一民族だから

泥棒も少ない」と発言、抗議を受けた。以降、閣僚や、国会議員の「単一民族・大和

民族」発言が何度も問題にされて来た。国家主義・軍国主義の復活を象徴している。

日本社会の現実が、残念ながら、様々な人びとが安心して暮らせる社会に向かってい

ないことが明らかとなり、国際社会からも何度も非難されつづけてきた。

　２００８年6月、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が、やっと、国会

両院で採択された。国際社会から批判され、現実のアイヌ差別の存在が、アイヌの人

たちを傷つけていることが認識され、決議につながった。具体的な「アイヌ文化振興

法（略称）」も動き出している。沖縄も同じなのではないのか。何よりも米軍基地は、

沖縄差別の上に成り立っているのではないか。

　２０１６年６月３日、ヘイトスピーチ解消法（略称）が施行された。「不当な差別的言

動の解消に向けた施策」を国、地方自治体に求めている。しかし、嫌中、嫌韓（朝）の

キャンペーンが街にあふれている。基本的人権への挑戦であり、「戦争のできる国」へ

の強行を続ける安倍政権の応援団でしかない。当然、許すことはできない。

　私たちのめざすべきは、多民族・多文化共生社会である。出発点は、地域生活圏であり、

本来の自治ではないのか。私たち自身が問われている。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。
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